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1. 基本的な考え方 

点検では、外観の変状・変形・変位等の状態を目視やたたき等で異状の有無を確認するととも

に、施設の設置環境等を確認する。日常点検では、巡視で可能な範囲（通常の運転管理に支障の

ない範囲）で点検し、定期点検では、運転管理との調整を図り、水抜き等を行い点検する。躯体

の場合、ひび割れ、浮き、漏水等を確認する。 

調査では、目視による変状・変形・変位等の確認に加え、特殊な技術又は特殊な治工具、測定

機器等を用いて劣化の実態や動向を確認する。躯体の場合、床、壁、底版、梁、柱等を調査する。 

 

2. 点検・調査項目 

点検・調査項目は、各点検・調査単位の特性を考慮して、劣化状況を適切に把握できる項目を

設定する必要がある。調査項目の例を表 1 に示す。点検項目については、「維持管理指針（実務

編）」2第 15 章 土木建築施設を参照されたい。 

 

表 1 土木調査項目（例） 

 

 

3. 診断 

 診断は、調査項目ごとに判定基準を設定し、調査結果と判定基準との比較・検討を行うこと

により、現在の健全度を評価することが有効である。 

 表 2 に土木・建築の健全度の設定例を、表 3に土木・建築躯体の健全度判定例を示す。 
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表 2 土木・建築の健全度（例） 

判定区分 運転状態 措置方法 

５ 
設置当初の状態で，機能上問題ない。 措置は不要。 

 

４ 
機能上問題ないが，劣化の兆候が現れ始めた状態。 

 
措置は不要。（維持管理で対応）

３ 
劣化が進行しているが，機能は確保できる状態。機能回復

が可能。 
修繕により機能回復する。 

２ 
機能しているが，劣化の進行度合いが大きい状態 

（所定の機能不足等）。 
改築更新又は，大規模修繕が必要

１ 
機能が果たせない状態 

 
ただちに更新が必要。 

 

表 3 土木・建築躯体の判定（例） 

確認項目 劣化現象 劣化範囲 

判定 総合 

判定 
劣化

現象 

劣化

範囲 

ひび割れ

甲 ヘアクラック イ 全体の 10％未満    

乙 ～0.2mm ロ 全体の 10～50％未満    

丙 ～0.2mmオーバー ハ 全体の 50％以上    

浮き 

甲 打診で確認できる イ 全体の 10％未満    

乙 目視で確認できる ロ 全体の 10～50％未満    

丙 剥離 ハ 全体の 50％以上    

漏水 

甲 滲み程度 イ 視野範囲０～１    

乙 滴下 ロ 視野範囲２～４    

丙 噴出 ハ 視野範囲５～    

鉄筋腐食

甲 点錆，一部錆汁あり イ 断片的    

乙 腐食あり，断面欠損無し，錆汁多し ロ 連続性を持つ    

丙 腐食顕著，断面欠損有り，錆汁顕著 ハ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


